
港湾港湾港湾港湾のののの施設施設施設施設のののの技術上基準技術上基準技術上基準技術上基準とのとのとのとの適合適合適合適合にににに関関関関するするするする確認業務確認業務確認業務確認業務    

 

申請申請申請申請にあたってのにあたってのにあたってのにあたっての留意事項留意事項留意事項留意事項    

ａ）ａ）ａ）ａ）申請申請申請申請にににに必要必要必要必要なななな書類書類書類書類    

申請時には以下を提出してください。 

・確認申請書 1部 

・添 付 書 類 各１部 

①確認対象施設の位置図 

②確認対象施設の諸元及び要求性能を示す書類並

びに主要寸法を示す図面 

③確認対象施設への作用及びその設定の根拠を記

載した書類 

④照査方法を記載した書類 

⑤上記①～④の電子データ 

 

ｂｂｂｂ））））確認業務確認業務確認業務確認業務にににに要要要要するするするする期間期間期間期間    

申請書類の受領後確認業務の終了まで、概ね１ヶ月から１ヶ月半程度

の期間が必要です。なお、確認の対象となる構造単位（断面）や付帯設

備の数が多い、また、他に多数の確認業務を実施している等により、更

に時間を要することがあります。早めにお問い合わせ下さい。 



ｃｃｃｃ））））申請内容申請内容申請内容申請内容、、、、確認業務確認業務確認業務確認業務スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール等等等等のののの打合打合打合打合せせせせ    

申請者に対して、申請内容の確認、確認業務のスケジュール等の協議

のため、(財)沿岸技術研究センター確認審査所へご来訪をお願いすること

があります。 

ｄｄｄｄ））））協定書協定書協定書協定書のののの取取取取りりりり交交交交わしわしわしわし    

確認業務のスケジュール（確認証または通知書の交付予定日）、手数

料納付期限等について、(財)沿岸技術研究センター確認審査所と申請者

が協議し、協定書として取り交わさせていただきます。 


